
 

○ 土地改良事業等請負工事の価格積算要綱の制定について（昭和 52 年２月 14 日 52 構改Ｄ第 24 号農林事務次官通知）一部改正新旧対照表 
（下線部は改正部分） 

改   正   後 現       行 
  

 別 紙 

土地改良事業等請負工事の価格積算要綱 
 

第１～第３ ［略］ 

 

第４ 請負工事費の構成費目は次の各号に掲げるものとする。 

１．［略］ 

２．間接工事費 

  (1) ［略］ 

  (2)現場管理費 

   ア～オ ［略］ 

   カ 建設業退職金共済契約に係る掛金 

   キ 福利厚生費 

   ク 事務用品費 

   ケ 通信交通費 

   コ 動力用水光熱費 

   サ 交際費 

   シ 補償費 

   ス 租税公課 

   セ 保険料 

   ソ 外注経費 

   タ 工事登録等費 

   チ 雑費 

 ３．一般管理費等 

   一般管理費等は、次により構成するものとする。 

(1) 一般管理費 

工事の施工にあたり、企業の経営、管理及び活動に必要な本店及び支店における経常的な費用で、次に掲げるもの

とする。 

   ア～ソ  ［略］ 

  ［削る。］ 

   タ 開発費償却 

  チ 租税公課 

    ツ 保険料 

    テ 契約保証費 

    ト 雑費 

 (2)  ［略］ 

 ４．［略］ 

 

  別 紙 

土地改良事業等請負工事の価格積算要綱 
 

第１～第３ ［略］ 

 

第４ 請負工事費の構成費目は次の各号に掲げるものとする。 

 １．［略］ 

 ２．間接工事費 

  (1) ［略］ 

  (2)現場管理費 

   ア～オ ［略］ 

   ［新設］ 

   カ 福利厚生費 

   キ 事務用品費 

   ク 通信交通費 

   ケ 動力用水光熱費 

   コ 交際費 

   サ 補償費 

   シ 租税公課 

   ス 保険料 

   セ 外注経費 

   ソ 工事登録等費  

   タ 雑費 

 ３．一般管理費等 

   一般管理費等は、次により構成するものとする。 

(1) 一般管理費 

工事の施工にあたり、企業の経営、管理及び活動に必要な本店及び支店における経常的な費用で、次に掲げるもの

とする。 

   ア～ソ  ［略］ 

   タ 試験研究費償却 

  チ 開発費償却 

   ツ 租税公課 

    テ 保険料 

    ト 契約保証費 

    ナ 雑費 

  (2)  ［略］ 

 ４．［略］ 

 

 

 

 

      

 


